
   貝 市罹災証明書等交付要綱 

 

                                                                                         

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号。以下「法」という。）第２条第

１項に規定する災害（火災を除く）によって生じた被害（以下「罹災」という。）の状況に対

する証明書（以下「証明書」という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 住家 現実に居住（世帯が生活の本拠として 日常的に使用していることをいう。）のた

めに使用している建物であって、被災者生活再建支援法（平成 10年法律第 66号）の規定によ

り被災者生活再建支援金の支給及び災害救助法（昭和 22年法律第 118号）の規定による応急

修理の対象となる住宅をいう。 

 (２) 人的被害 災害により死者、行方不明者、重症者及び軽症者となった者の状況をいう。 

（証明書の種類） 

第３条 証明書の種類は次に掲げるものとする。 

 (１)  罹災証明書 罹災した住家について、法第 90 条の２第１項に基づく被害の程度を証

明する書面。 

 (２)  被災届出証明書 罹災した不動産、動産及び人的被害について、その被害の届出があ

った事実を証明する書面。 

（証明書の申請） 

第４条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明申請書（様式第１号）により、被災

届出証明書にあっては被災届出証明申請書（様式第２号）によるものとし、次に掲げる書類を

添付して、市長に申請しなければならない。ただし、特段の事情があると市長が認めるときは、

この限りではない。 

(１) 罹災状況が判断できる写真 

(２) 罹災現場付近の地図 

 (３) その他市長が必要があると認める書類 

 ２ 罹災証明申請書の提出期限は、罹災後 30日以内とする。ただし、災害の規模等により別

途期限を設定することができる。また、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、

かつやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。 

 （証明書の交付） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、次の各号に

掲げる場合に応じて、当該各号に定める証明書を申請者に対して、遅滞なく交付するものと

する。 

（１）市が現地調査等により、法第 90 条の２第１項により被害の程度を判定したときは、罹

災証明書（様式第３号）を交付するものとする。 

（２）市が調査により、その事実を確認したときは、被災届出証明書（様式第４号）を交付す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により既に交付した証明書と同一の証明内容について、再度申請があ

ったときは、前条第１項に掲げる書類の添付及び申請内容の審査を省略して証明書を交付す

るものとする。 

３ 市長は、罹災証明書又は被災届出証明書を交付できないときは、前条第１項の規定により

申請した者に対し、証明書を交付できない理由を文書等により通知しなければならない。 

 （罹災証明書の補正の請求） 

第６条 罹災証明書の交付を受けた者は、罹災証明書で証明された被害の程度について、相当の

理由をもって、その補正を市長に求めることができる。 

 ２ 前項の規定により補正を求めようとする者（以下「請求者」という。）は、罹災証明書の

交付を受けた日の翌日から起算して３箇月以内に罹災証明結果補正請求書（様式第５号）に当

該補正を求める罹災証明書を添えて、市長に提出しなければならない。 



 （再調査の実施） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による補正の求めがあった場合において、その内容を確認し、

再調査が必要と認めるときは、再調査を実施するものとする。 

 （補正証明書の交付等） 

第８条 市長は、前条の規定による再調査の結果、罹災証明書の内容を補正する必要があると認

めるときは当該請求者に対し、内容を補正した罹災証明書を交付するものとする。 

 ２ 市長は、第６条第１項の規定による補正の求めの内容について確認した結果、罹災証明書

の内容を補正する必要があると認められない場合は、当該請求者に対し、文書等により結果を

通知し、当該罹災証明書を返還するものとする。 

 （手数料） 

第９条 手数料は、貝 市手数料条例（昭和 18年貝塚市条例第２号）に定めるところによる。 

 （事務の所管） 

第１０条 証明書交付の事務は、危機管理室又は総務市民部において行なう。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日（平成 22年４月 16日）から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年９月 22日から施行する。 

                                                                                                                  
 



様式第１号（第４条関係） 

罹 災 証 明 申 請 書 
                             （元号）  年  月  日 

貝塚市長 様 

                  （申請人）住 所                

                      氏 名                

                      電 話                

次のとおり罹災したことを証明願います。 

なお、申請内容に虚偽等があった場合、証明を取り消されても異議はありません。 

添付書類： ①罹災状況が判断できる写真  ②罹災現場付近の地図  ③その他必要書類 

注意事項： １、代理人による申請の場合は、委任状が必要です。 

      ２、罹災後30日以上経過している場合は、理由書を添付して下さい。 

罹災場所 貝塚市  

罹災物件 □ 持家  □ 借家  □ その他（         ） 

申請者との関係 □ 居住者 □ 非居住者であり、当該家屋の所有者又は管理者 

世帯主住所  

世帯主氏名  

世帯構成 

氏名 続柄 性別 生年月日 備考 

     

     

     

     

     

罹災日時     年     月    日     時頃 

罹災原因 
□暴風 □豪雨 □洪水 □崖崩れ □地震 □その他（      ） 

災害名（                      ） 

罹災状況  

証明必要数 

及び届け出先 

 

通 
□保険会社 □勤務先 □その他（        ） 

備   考 

 受 付 （元号） 年 月 日 

 

 

 

 

      円 

確認者 



様式第２号（第４条関係） 

被 災 届 出 証 明 申 請 書 
                             （元号）  年  月  日 

貝塚市長 様 

                  （申請人）住 所                

                      氏 名                

                      電 話                

 

次のとおり被災したことを届出ますので証明願います。 

なお、申請内容に虚偽等があった場合、証明を取り消されても異議はありません。 

添付書類： ①罹災状況が判断できる写真  ②罹災現場付近の地図  ③その他必要書類 

注意事項： 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。 

       

被災場所 貝塚市  

被災日時       年     月     日 

被災原因 
□暴風 □豪雨 □洪水 □崖崩れ □地震 □その他（      ） 

災害名

（                            ） 

被災内容  

証明必要数 

及び届け出先 
通 □保険会社 □勤務先 □その他（        ） 

備   考 

 受 付 

 

 

 

 

 

 



（元号）　 年　 月 　日

被災住家※の
所在地

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

（元号）　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝塚市長

住家※の被害の
程度

罹災原因 　　　年　　　月　　　日の　　　　　　　　　　　　による

様式第３号（第５条関係）

整理番号

罹災証明書

世帯主住所

世帯主氏名

（追加記載事項欄③）

（追加記載事項欄①）

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用し
　ている建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

（追加記載事項欄②）



災害の原因

被災場所

被災物件

被災内容

その他

　上記のとおり、被災の状況を受理したことを証明する。

（元号）　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝塚市長

被
災
状
況

特
記
事
項

被
災
程
度

備考

被災届出証明書 整理番号
（元号）　年　月　日

様式第４号（第５条関係）

住　所

氏　名



様式第５号（第６条関係） 

罹災証明結果補正申請書 
                             （元号）  年  月  日 

貝塚市長 様 

                  （申請人）住 所                

                      氏 名                

                      電 話                

 

次のとおり被害の程度について、再調査を申請します。 

 

添付書類： 交付した罹災証明書 

注意事項： 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。 

       

再 調 査 理 由  

再調査を求める理由 

となる被害箇所 

及び程度 

 

 

交付済証明書番号  

証明年月日 （元号）   年    月    日 

罹災原因 
□暴風 □豪雨 □洪水 □崖崩れ □地震 □その他（      ） 

災害名

（                            ） 

罹災対象所在地 貝塚市 

申請人と罹災者 

との関係 

本人・同居の家族・代理人・ 

その他（       ） 

受 付 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 


